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一般社団法人日南市スポーツクラブ 規約 

 

  第１章  総 則 

（名称） 

第１条当法人は、一般社団法人日南市スポーツクラブ（以下、当法人）と称する。 

 

第２条 当法人は、スポーツ等に関連する普及と育成及び開発、そして振興等を通して、

世界の平和と発展に寄与することを目的とする。 

 

 （主たる事業所の所在地） 

第３条 当法人は、主たる事業所を宮崎県日南市に置く。 

    主たる活動場所は、日南総合運動公園および宮崎県立日南振徳高校とする。 

 

  第２章  会 員 

（種別） 

第４条 当法人の会員は、次の２種とする。 

① 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。 

② 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体。 

（入会） 

第５条 正会員になろうとする者は規約及び諸規則を了承の上、所定の入会申込書に必

要事項を記入し提出しなければならない。入会と同時にスポーツ安全保険への加入を必

須とする。 

２ 賛助会員になろうとする者は、入会申込書を当法人に提出しなければならない。 

 

（入会資格） 

第６条 

（１） 当法人のプロフラム参加者は、原則 3歳以上（上限なし）とする。 

（２） 18歳以下の会員は、保護者の同意を得られた者とする（入会時に同意書を提出）。 

（３） 持病がある者は、予め医師の診断を受け、当法人に説明の上承諾を得ること。 

 

（経費の負担） 

第７条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。 

２ 会員は社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 

 

（会員の資格喪失） 

第８条 会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。 
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①退会したとき。 

③ 成年被後見人または被保佐人になったとき。 

④ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき。 

⑤ 年会費及びレッスン費を３か月以上滞納したとき。 

⑥ 除名されたとき。 

⑦ 総正会員の同意があったとき。 

⑧ 当法人が管理を受託している知的財産または技術(文書図画等および電磁的方法に

よって指示されるもの、機械器具類を含む)を、寄託者または原権利者、当法人の承

諾なくして他の者に再実施させたとき。 

 

（退会） 

第９条 会員はいつでも退会することができる。ただし、１か月以上前に当法人に対し

て書面にて予告するものとする。 

 

（除名） 

第１０条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において総正会員の

半数以上が出席し、総正会員の議決権の３分の２以上の多数による決議により、これを

除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の１週間前までに除名の

理由を付して通知し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

①当法人の定款または規則に違反したとき。 

２ 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。 

②当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違

反したとき。 

 

（会員の資格喪失に伴う権利及び義務） 

第１１条 会員が第８条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利

を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務に関してはこれを免れることはできない。 

 

（会費、その他拠出金品の不返還） 

第１２条 当法人の活動に参加する場合は、次の会費納入を必要とする。 

（１） 正会員（会費制） 

・年会費（登録費、スポーツ安全保険料、日南 SC オフィシャルウェア）として 5,000

円を納入する。ただし、2020 年度入会においては、年度途中に入会となるため年会費

を 3,000円に設定する。 

・月レッスン費、それぞれ下記の金額を支払うこととする。 

・パーソナルレッスン、普及イベント等は別途案内する。 
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プログラム 週回数 年会費  月レッスン費 

レスリング（ジュニア）   3 5,000円 3,000円 

フィジカルフィットネス（ジュニア／社会人）   2 5,000円 2,000円 

バドミントン（ジュニア／社会人）   2  5,000円 2,000円 

      

      

※複数のプログラムを選択する場合は、2種目以降は月レッスン費を半額とする。 

※2020年度は複数のプログラムの選択は、月レッスン費の最高額な種目分のみとする。 

※同一世帯にて複数名が会員となる場合は、年会費を 1名分とする。 

２ 準会員（ビジター制） 

 ビジターは、1回あたり 1,000円とする。 

 

３ 各プログラム初回については、体験参加とし、無料にて参加できる。ただし、体験

参加中での事故や怪我については、一切責任を負わない。 

 

第１３条 当法人は会員が第９条の規定により資格を喪失しても既に納入した会費そ

の他の拠出金品は、これを返還しない。 

 

（会員名簿） 

第１４条 当法人は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、個

人情報については、当法人事務局にて厳重に管理する。 

 

（会費の支払い・手続き方法） 

第１５条 原則として月及び年単位にて銀行引き落としとし、下記銀行を選択し入金す

る。また、入金方法は手数料が発生するため下記方法を会員が選択して行う。 

※毎月のレッスン費は、月払い（年 12回）・3ヶ月に 1回（年 4回）・6ヶ月に 1回（年

2 回）・年払い（年 1 回）のいずれかを選択する。年払いを選択した場合は月レッスン

費を１月分減額し１１か月分とする。 

 

※振り込み時に種目と会員名を記入する。 

銀行口座 

宮崎銀行   吾田支店  店番号５１０ 口座番号 ２０９０５１ 

宮崎太陽銀行 飫肥出張所 店番号０４５ 口座番号 １１１１３０３ 

名義 一般社団法人日南市スポーツクラブ 代表理事 清水 清人 
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第３章  活 動 

 

（事故、損害） 

第１６条 当法人は、会員の安全管理について定期的にスタッフの研修をおこない、運

営については十分な対策を行うが、事故発生（自己・他者）においては、法人への賠償

を求めることはできない。プログラム参加時は、健康な状態で参加するとともに自己及

び他者への安全への配慮を最優先することとする。 

 

（活動の休止） 

第１７条 プログラムは、各プログラムの代表者及びコーチングスタッフの管理により

展開する。万が一、上記の者が不在の場合は、原則として活動を休止する。その場合の

振替等は行わない。 

 

（大会等への参加資格） 

第１８条 本法人所属として大会やイベントに参加する者は、本法人の会員としての品

位と自覚を持って参加すること。病気や怪我及び態度等の理由により、本法人がやむを

得ず大会やイベントの参加を許可しない場合がある。 

 

第５章  役員 

（役員） 

第１９条 当法人に次の役員を置く。 

・顧 問                 伊江  邦夫 

・クラブマネージャー           清水 清人 

 ・バドミントンプログラム代表       橋口 知明 

 ・レスリングプログラム代表        熊田原 敬 

 ・フィジカルフィットネスプログラム代表  清水 清人（兼務） 

※クラブマネージャーは、本法人事業の活動全般を司り、経営全般を統括する。 

※各プログラムの代表者は、クラブマネージャーと緊密に連携を図りながら会員に対す 

るプログラムを司るものとする。 

※事務局は、本法人事業の事務処理を行う。 

 

施行 

2020年 7月  1日  制定・施行 

2020年 8月 27日  改定・施行 

2020年 11月 1日  改定・施行 


